
京 都 大 学 医 学 部 附 属 病 院 諸 料 金 規 程 新 旧 対 照 表 

改    正    前 改    正    後 

（前 略） 

 

 

 

別表 保険給付外の診療に係る諸料金 

第１表 医科諸料金 

区分 金額(円) 

(1)  （略）  

～  

(15)  

 

 

 

 

(16) ＡＭＨ（抗ミュラー管ホルモン）

検査料（１回につき） 
7,236 

 

 

 

 

 

 

 

 （後 略） 

 

 

   附 則 

この規程は、平成２７年３月１０日から施行する。 

 

別表 保険給付外の診療に係る諸料金 

第１表 医科諸料金 

区分 金額(円) 

(1)  （同 左）  

～  

(15)  

(16) 傍大動脈リンパ節郭清を含む子

宮内膜癌に対する腹腔鏡下手術

（１回につき） 

758,160 

(17) ＡＭＨ（抗ミュラー管ホルモン）

検査料（１回につき） 
7,236 

(18) がんクリニカルシーケンス検査

料（原発不明がん、希少がん、標

準治療に不応となったがん症例を

対象とする。）（１回につき） 

ただし、検体組織の状態等に起

因する解析中止の場合について

は、括弧内の金額とする。 

 

883,980 

(343,980) 

 

 

 


